
ＪＨＦ理事会議事録 
日 時： 2009 年 3 月 11 日(水)  12：30～16：00 
場 所： ＪＨＦ事務局会議室（豊島区巣鴨 3-39-4 東都ビル 2F） 
 
１． 議長・議事録作成及び署名人指名 

議長：  下村孝一     議事録署名人： 菊池守男 松田保子  
 
２． 定足数確認 
出席者：出席【理事】内田孝也 大沢 豊 菊池守男 

下村孝一 松田保子  
    【監事】對馬和也 
  欠席（理事）荒井健雄 城 涼一  （監事）市川 孝 
 

 (出席理事５名。今理事会は定足数を満たし成立した)  
 

３． 理事・監事のひとこと 

 

菊池副会長： PG アジア選手権の組織委員会の監事を立場上仰せつかりました。注意しておき

たい点等がありましたら皆さんのアドバイスをください。 
 
内田会長： 2 月 9 日に SLJ の 2008 年最終会議がありました。3 月 6 日に JAA で航空スポーツ

連絡会があり、岡さんと一緒に出席しています。FAI でドーピング防止機構に対して動きがあり、

我々にも関係してきそうです。岡さんが行った 2 月の CIVL 総会でドーピングの話も出ています。

先程菊池さんから話が出ましたが四国で行われる PG アジア選手権の組織的な進展、地元の動き

が少し進んで来ています。選挙管理委員会から議事録が出て来ていて、6 月総会に向けて 4 月頭

に選挙公示が行われ、役員の選挙が行われるという日程と内容が記されています。 
 
對馬監事： 6 月 17 日に総会がありますが、値上げ案の理事会承認をいつ取るのか心配していま

す。具体的な内容を理事会承認後いつ県連に送るのか、よろしくお願いします。 
 
大沢理事： HG 日本選手権に行って来ます。それから、クラブでアクシデントレポート以外に

インシデントレポートを作って出すことにしました。未然に防ぐ為の、危なかったとかヒヤッと

したとかのレポートを出してなるべく事故を減らそうと努力をしています。 
 
松田常任理事： 先日スクール・クラブ通信を出しました。中に今後のスクール通信はどの様に

したらよいかという簡単なアンケートを同封しました。少しずつ答えが返って来ております。印

刷したものとインターネットの兼用が望まれていると思うのですが、段々お金がなくなってきた

らどの様なやり方をするのが一番皆さんによいか考えていきたいと思います。木島平のイベント

に内田会長と行って来ます。 
 
下村常任理事： PG アジア選の伝票、お金の出入りのチェックを夏以降にチェックしないとい

けない時期だとは思います。私が行くとお金が掛かるから現地の人の誰かに代わってもらった方

がよいのではないかと思っています。 
 
事務局から：無線機の更新申請を職員の自力でやりました。業者への支払い分節約できています。

そのほかにも経費の節減にはコピー紙一枚まで努力しています。 
 



４． 審議事項 

第４－１号議案 2009 年度予算成立までの収入支出について 
内田会長： 2009 年度予算が 6 月通常総会にて決定されるまでの間、定款第 38 条第 2 項に基き

前年度予算に準じて収入支出することの議決です。ただし１月理事会で０９年度見通しをお見せ

した予算概算で示した金額を上限とします。競技会関係については、０８年度予算額は出せませ

ん。 
 
議長（下村常任理事）： 4～6 月は前年の予算と実績、当期の予算の縮小具合を勘案してその範

囲内で暫定的に支出するということで賛否を取りたいと思います。 
 

採決の結果、【賛成４ 反対０ 棄権０】で可決された。 
賛成： 内田、大沢、菊池、松田 

 

第４－２号議案 JHF レポート発行費の年度内執行（未払い計上）について 
内田会長： 2008 年の JHF レポートは、年に 1 回 5 月に 2007 年度予算を使って 180 万で発行

しました。広報費として 200 万の予算が 2008 年に組んであります。今年は選挙総会ですから、

総会前後に発行しなければならないのですが 3 月 3１日までにこれを発行することは無理なので、

昨年同様、3 月 31 日までの会計年度の見込みとして昨年と同額の 180 万の未払い計上で執行し

たいので提案します。 
 
議長（下村常任理事）： 実態的に作業が行われているものについては未払い計上すればいいで

すけど、実態的に作業が行われていないものは未払いを計上することは間違いです。教本の遅れ

は同じ出版関係で 1 年以上遅れています。そのことを考えると今年の 6 月に作ると言ってもまた

遅れる可能性も否定できません。広報関係の未払いを計上することには賛成出来ません。 
 
内田会長： 選挙管理委員会の方からも選挙の広報の手段が欲しいということを言われていて、

必ず発行しないといけないと私は思っています。 
 
議長（下村常任理事）： それはいいのですが、未払いを計上するのは作業が行われたものにつ

いて払っていないものは未払いだけど、作業自体が行われていないものを未払いにするのは理屈

上おかしいので、3 月までに形にして計上でどうですか。 
 
松田常任理事： 私は JHF レポートを例え年に 1 回でも大変な金額ではありますが出したいと

思います。ただ単に情報の伝達というだけではなく、あなたは JHF の会員ですよというのをぜ

ひとも送りたいのです。 
 
内田会長： ４－１号議案で話した様に、3 月総会がなくて 6 月総会しかない状態になってから

我々はかなりの部分を 3 月から 6 月まで責任を持たないといけなくなっています。3 月に未払い

を計上してきちんと消化をすることが必要と思ってこれを提案しました。 
 
對馬監事：０７年度予算決算でも同様で、大会関係予算についても、期をはさんだ時期に実施さ

れて予算決算的に年度をまたいでいる実態があります。年度の経費としてわかりやすく処理した

方が良いでしょう。 
 

採決の結果、【賛成４ 反対０ 棄権０】で可決された。 
賛成： 内田、大沢、菊池、松田 



 
 
松田常任理事： JHF レポートは 5 月の下旬に発行しますので、記事などで、これを出した方が

よいというご意見がございましたらぜひお願いします。JHF 総合保障のパンフレットと、正会員

に呼びかけて同封物があれば有料で、実費で送りたいということを案内します。 
 

第４－３号議案 パラグライダー関連ルール改定の承認について 

 
大沢理事： 添付資料にある様に、現状に即したルールに変更してくださいとのことです。問題

点は特にありませんのでご承認お願いします。 
 

採決の結果、【賛成４ 反対０ 棄権０】で承認された。 
賛成： 内田、大沢、菊池、松田 

 

５． 協議事項 

５－１ 神奈川県連からの要望書 

 
菊池副会長： 神奈川県連の理事会が昨日ありました。説明をしてもらったのですが、もう少し

書き直し、どこがどう悪くてこうして欲しい、それに必要な資料とか経緯を書いて再度提出して

もらうか、担当の神奈川県連理事の人に JHF 理事会に来て説明をして欲しいと言いました。理

事会から正式に要望説明の為に来てもらう要求を出した方がよいと思います。 
 
議長（下村常任理事）： では次回の理事会日程をお知らせして、来ていただき、主旨を説明し

てもらう様にしましょう。会長がそういう趣旨の文書を書いて出してください。 
 
６．  報告事項 

 各担当より別紙のとおり報告されました。 

6-1 PG 競技委員会 J リーグ登録等・ウェブ管理費用 

6-2 PG アジア選手権について 

6-3 文部科学省より内部留保金の調査依頼 

6-4 モーターパラの人身事故・保険金払い 

6-5 JAA 航空スポーツ連絡会 

6-6 予算収支： 進捗管理表 

6-7 現金・預金・郵便為替等残高明細 

6-8 フライヤー会員登録実績 

 

 

 

報告事項の後に、フライヤー会費値上げの件で協議が行われた。 

 

内田会長： 報告にあげたように、東京海上日動火災も予期していなかった高額支払いがあり、

元々の値上げに対する値下げ方策の交渉を含めて航空保険部の担当課長とお互いかなり立ち入

った話し合いをしています。内容は先ほど話した通りですが、だからと言って今年の保険料アッ

プだけを見た総会での会費値上げ提案で済むのかどうか。せめて正会員には保険の実態について

の開示を、早くさせて欲しい。 

 



菊池副会長： 会費の値上げについては、事故がこれだけあり賠償金支払請求が来てこれだけに

なっていて、やむを得ず値上げということになるのでありますが、フライヤー会員の現状認識で

は、収入が減ったから値上げという単純な認識の方が強いと思います。総会までに正会員・会員

の理解をより得るためには、公表してよい範囲で、保険会社との交渉の経緯と資料をもって説明

するべきと考えます。まれな機会ですが事故防止に協力が得られるようにしたいです。事故減少

が達成されれば保険料を下げることも可能ですから。 

 

議長（下村常任理事）： 前も言った様に事故率が違うのですから、ハングとパラとモータ

ーパラを技能証で分けて、種目別に徴収するのですよ。 

 

松田常任理事： ハング、パラ、モーターパラと分けて考えた時に、モーターパラで第三者

賠責保険は別として、非常に事故率が高いのであれば、連盟としては本来であれば、モータ

ーパラにお金をつぎ込んで安全性を高くする努力をしなければいけないのではないのでし

ょうか。会費で差を付ける気持ちは持てません。この連盟に参加している人は、たとえ何で

飛んでいたとしても同じ条件でのフライヤー会員としか考えられません。 

 

内田会長： 制度としては、ハング、パラをやる全てのスカイスポーツの方から満遍なく一

律に会費を取る。スカイスポーツをやる統括団体として、同じ空を楽しむということをきち

んとキープすることです。わずかな愛好者を、さらにその中で差別扱いしていっては、統括

団体としての思想が歪んでしまいます。JHF の会費というのは登録料であり保険代だという

のは詭弁です、自分が飛ぶことを 1 つのコミュニティに所属して守るということなのですか

ら。 

 

議長（下村常任理事）： では 1 人ずつ金額の意見を出してもらいましょう。 

 

大沢理事： 5,000 円 一律 

松田常任理事： 4,500 円 一律 

菊池副会長： 4,500 円 一律 

下村常任理事： ハング、モーターパラが 5,000 円、パラが 4,000 円 

内田会長： 4,500 円 一律 

 

欠席理事の意見を聞いて次回理事会にて引き続き協議となる。 

 

 

この議事録が事実と相違ないことを確認し署名捺印する。 

 

 

議長                        

（下村孝一） 

 

 

 

署名人                       

（菊池守男） 

 

署名人                       

  （松田保子） 
 

議事録作成人：桜井加代子 


